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防
災

備えあれば憂いなし

▶飲料水　水道が止まった
ときのために備えましょう。
ペットボトル入りのものが
持ち運びにも便利です。

▶救急薬品　ばんそうこうや消
毒液などちょっとしたケガの
ために。常備薬がある場合は
一緒に用意しておきましょう。

▶非常食　調理せずに食べ
られるものを。賞味期限が
あるので定期的な交換も必
要です。

▶携帯ラジオ　停電時の情報
収集に必要です。ＡＭとＦＭ
の両方を聞けるものが便利。
予備の電池も忘れずに。

▶ヘルメット（防災ずきん）
落下物や飛来物、転倒事故
から頭を守ります。

▶その他　現金やライター、
身分証明書のコピー、軍手、
衣類があると便利です。避
難時にも役立ちます。

▶懐中電灯　停電時や夜
間の避難時に必要。予備
の電池も忘れずに。

これだけは
そろえておきたい

防災グッズ
水道や電気などのライフライン
が止まったり、避難が必要になっ
たときのために、最低限のもの
は準備しておきましょう。

　もしものときのために、鞍手町では公共施設や
町立の学校を避難所に指定しています。自分が住
んでいる地域の避難所を確かめて、非常時には速
やかに避難できるようにしておきましょう。また、
避難するときは、近所で独り暮らしのお年寄りや
身体が不自由な人などにも声をかけ、地域で助け
合うようにしましょう。町内の避難所は右のとお
りです。

町内にある 11か所の避難所
西川地区

❽ 新延小学校

❾ 鞍手町総合福祉センター

� 西川小学校

� 室木小学校

剣地区

❶ 剣北小学校

❷ 鞍手町中央公民館

❸ 鞍手町立体育館

❹ 鞍手町立武道館

❺ 剣南小学校

古月地区

❻ 豊翔館

❼ 古月小学校

川の近くに住んでいる人や釣り、水遊びで川を利用するときは、次のようなことに注意
しましょう。

台風・豪雨が引き起こす災害

◉災害時は、いつも通っている道が通れなくなってい
ることもあります。もしものときに慌てなくていい
よう、避難所までの別の道も確認しておきましょう。

チェックすること こんなときは要注意

天気予報

警報や注意報

空の状態

川の状態

「大気の状態が不安定」、「雷」、「天気の急変」などの
表現があるとき

雷注意報、大雨や洪水の警報・注意報が出ているとき

「急に真っ黒な雲が近づいてきた」、「雷鳴が聞こえる」、
「稲光が見えた」とき

「水かさが増えてきた」、「にごってきた」、「流木や落
ち葉が流れてきた」とき

９
月
１
日
は
防
災
の
日

　台風は主に８月下旬から９月頃に日本に接近します。上陸しなくても勢力を保ったま
ま海上に停滞し、大雨をもたらすことがあります。暴風雨の吹き荒れる台風、突然の集
中豪雨など私たちの日常生活に悪天候が襲いかかると人命を含めて深刻な被害を引き起
こします。とくに近年は、記録的な集中豪雨による土砂災害で犠牲になる人が多く、自
然災害による犠牲者の半数近くを占めています。また、増水した河川が氾濫すると甚大
な被害を及ぼします。家族の安全と財産を守るためには、日ごろからの備えが大切です。

台風は年平均３個が日本に上陸
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▶防災メール・まもるくんの詳しい情報はパソコンから
   http://www.bousai.pref.fukuoka.jp
▶防災メール・まもるくんへの登録はケータイから
   http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp
●問い合わせ　福岡県総務部防災危機管理局防災企画課☎（０９２）６４３局３１１４番まで

　福岡県では、台風や大雨による災害など県内の防災や気象に関する情報を登録者にメー
ルでお知らせしています。登録は無料です。

●気象情報の配信　県内の気象に関する注意報や警報、台風情報、地震情報などを受信できます。それ
　ぞれの情報に受信レベルを設定できるようになっており、警報以上で受信することや震度４以上の地
　震が発生した場合に受信するなど、細かく設定できます。

●防災・安全情報の配信　県や市町村が把握している情報を受信できます。河川のはん濫や土砂災害の
　恐れなど、災害予防に役立つ情報や避難勧告・避難指示の情報も配信されます。

●安否確認メール　県内で震度５弱以上の地震やそれに伴う津波の発生により大規模な災害が発生した
　場合に、あらかじめ登録された５人までの人に安否の確認メールを配信できます。

防災や気象についての情報を防災メールまもるくんで配信

エ
リ
ア
メ
ー
ル

緊急速報メールとは、国・地方公共団体からの災害や避難等の緊急情報を、
対象エリア内にいる人に一斉に送信するものです。鞍手町においても携帯電
話会社と契約し、町が情報を配信した場合に町内にいる利用者全員にメール
が送信されます。なお、携帯機種によっては設定が必要なものや、利用でき
ない機種がありますので、詳しくは電話会社へお問い合わせください。
●携帯電話会社　株式会社ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社、
　ＫＤＤＩ株式会社（ａｕ）
●メール受信料金及び情報料　無料

●問い合わせ　役場総務課庶務管財係まで

まもるくん
ＱＲコード

緊急時にはエリアメール

町が配信する「災害避難情報」
　災害避難情報を発信した際に、町内にいる町民、
通勤、通学者等が所持している携帯電話（対象
機種に限ります。）に一斉に配信されます。
　「エリアメール」「緊急速報メール」は、災害時
であっても回線混雑の影響を受けることなく配信
することができます。 
　情報を受信するには、「エリアメール」「緊急速
報メール」対応機種であれば、月額使用料や情
報料など無料で受信することが可能です。
　なお、対応機種であっても、受信設定が「ＯＦ
Ｆ」となっている場合は、あらかじめ設定を「ＯＮ」
にする必要があります。 

【注意点】
①緊急速報メールは、専用の警報音とバイブレーション、画面上の表示で通知されます。
②鞍手町内にいないと受信することはできません。ただし、他市町にいた場合でも町境界付近にい
　た場合は、受信する場合があります。また、逆に緊急速報メールを配信している他市町（直方市、
　遠賀町）の情報を受信する場合があります。
③対象機種でも、設定を「ＯＮ」にしていないと受信することができません。

　対応機種及び受信設定方法等、「緊急速報メール」の詳細については、以下の各携帯電話会社
のホームページを参照して下さい。
▶ NTT ドコモ　    http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/areamail/
▶ａｕ                http://www.au.kddi.com/notice/kinkyu_sokuho/
▶ソフトバンク    http://mb.softbank.jp/mb/service/urgent_news/


